
太枠内を受講される本人様がご記入下さい。（代筆無効）

印

(〒　　　　　　-   　 　     )

(〒　　　　　　-   　　      )

※コースによっては、科目免除資格を証する書類等が必要です。

【個人情報に関する確認事項】
 個人情報について下記の内容を理解し、同意の上、受講申込み致します。
  １．個人情報使用目的
　  　あなたがこの申込書に記入した個人情報は、次の目的に限り使用します。
　　  （１）教習及び講習業務を実施するため。
　  　（２）教習所事業に関連するアフターサービス並びに各種イベント及び各種講習会に関する情報をお知らせするため。
  ２．個人情報の第三者への提供
　  　（１）この個人情報は、あなたの同意を得ない場合、又は法令に基づく正当な理由のない限り、第三者への提供は致しません。

　受講に必要なもの
　□印鑑　　□筆記用具（鉛筆またはシャーペン，消しゴム，ボールペン）　

　□写真1枚（申込書に添付）  □電卓（玉掛け）

　□本人確認書類（免許証、本籍地記載の住民票、パスポート、外国人登録証明書等）
　　注）　Ｉ．Ｃ．免許証の方は、本籍地が確認出来る書類（住民票など）を御用意下さい。

　□科目免除の方は、資格を証する免許証または技能講習修了証

　□特別教育または業務経験による科目免除をご希望の方

　　(特別教育実施証明書・業務経験証明書・申立書・特定自主検査記録表・検査証等）

　□作業に適した服装、安全靴又は運動靴（ゲタ、スリッパ、ハイヒールは不可）、軍手

　□雨合羽（雨天時）　　□技能日はヘルメット（貸し出しあり）

　◆ＦＡＸでこの用紙を送られた方は、受講初日に原本を受付へご提出ください。

〒６６０－０８３４
尼崎市北初島町１3番地
ＦＡＸ　０６－６４８１－８８７１

　　取扱講習　／　フォークリフト　・　玉掛け　・　小型移動式クレーン　・　高所作業車

円

/

テキスト代
受講料

円

現金

円

入金状況

/

ＰＣ処理

受講日 / /

学科 技能

/

受付

銀行振込み

円

入金確認資格確認実施管理者

/

　◆最終日に印鑑をお持ち下さい。ない場合は修了証発行はできません。

　◆講習スタート後の受講料返金は、出来かねます。

ふりがな

氏名

生年月日
  （  昭和  ・ 平成  ）　　　　　　　年　　　　  月　　  　日    

尼崎ドライブスクール　　御中

　注意）

　・裏面に氏名を記入

　・正面、脱帽、上三身分

　・パスポートサイズ

受講コース

　１）　フォークリフト運転技能講習

　２）　玉掛け技能講習

　３）　小型移動式クレーン運転技能講習

　４）　高所作業車運転技能講習

受　講　申　込　書
受付日　　　　　年　　　　月　　　　日　

 自）    平成　　　 　年　    　月　    　日

 至）    平成  　　　 年　　  　月　    　日

 交付） 平成　　　　年　    　月　　  　日

※受講日

※修了証

　　※特記事項

　　※講習コード

　　※受講番号

男 　・　女

電話 （　　　　　）　　　　　－

携帯 （　　　　　）　　　　　－

　・過去6ヶ月以内に撮影

運転免許証（写し）・技能講習修了証（写し）　添付欄
ウラ面も添付

　◆受講申込書の記載内容に虚偽があった場合、修了証が無効となります。

ふりがな

　◆講習期間中に遅刻、早退、又は欠席があった場合は、修了証の交付は出来ません。

　◆受講条件に該当する免許証、技能講習修了証等は講習初日に必ずお持ち下さい。

（　　　　　）　　　　　－　　　　

役職

　　縦４５ｍｍ×横３５ｍｍ

証明写真を貼付

　　　第　　　　　　　　　　　　　　　号

　・背景は無地

受講コース　例）　Ｔ－１５Ａ

（コース種類は裏面からお選びください。）

（満　　　　　　　　歳）

本籍地（外国籍の方は国籍）

現住所

勤務会社名
又は学校名 部　　　　　　　　　　　　　課

（都道府県）

合計

（　　　　　）　　　　　－

電話
内線　（　　　　　　　）

円 円

備考
済（　　/　　）　・　未

所在地

ＦＡＸ

　◆写真が提出されていない場合、捺印がない場合の申込みは出来ません。

技能 技能学科 技能

当校の許諾なく、本書式を無断で転用・複製する事を禁じる。



□大型特殊自動車免許をお持ちの方　（運転免許証の写しを添付）

□クレーン・移動式クレーン・デリック免許又は揚貨装置運転士免許をお持ちの方

□床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方

　　（運転士免許又は技能講習修了証の写しが必要）

□特別教育修了後、「クレーン・移動式クレーン・デリック」（つり上げ荷重１ｔ未満）で、６ヶ月以上の

　　玉掛け業務経験者

　　（特別教育実施証明書、業務経験証明書、使用作業機器の検査証の写しを添付）

□つり上げ荷重又は制限荷重が１トン以上の「クレーン・移動式クレーン・デリック又は揚貨装置」で６ヶ月以上の

　　玉掛け補助業務経験者

　　（特別教育実施証明書、玉掛け業務経験証明書、使用作業機器の検査証の写しを添付）

□制限荷重が１トン未満の揚貨装置で６ヶ月以上の玉掛け補助業務経験者

　　（特別教育実施証明書、業務経験証明書、使用作業機器の検査証の写しを添付）

※玉掛け補助業務：特定された者の直接指導の下に行う玉掛けの業務。合図のみを行う業務は含まない。

□つり上げ荷重が５トン以上のクレーン(跨線テルハ除く）及びつり上げ荷重が１トン以上の移動式クレーンで

　　６ヶ月以上の運転業務経験者

　（運転士免許または技能講習修了証、業務経験証明書、使用作業機器の検査証の写しを添付）

□制限荷重が５トン未満の揚貨装置、つり上げ荷重５トン未満のクレーン（移動式クレーン除く）、つり上げ荷重

　　５トン以上の跨線テルハ、つり上げ荷重１トン未満の移動式クレーン、つり上げ荷重５トン未満のデリックで

　　６ヶ月以上の運転業務経験者

　　　（特別教育実施証明書、業務経験証明書、使用作業機器の検査証の写しを添付）

□上記以外の方

□クレーン、デリック又は揚貨装置の運転士免許をお持ちの方　　（運転士免許の写しを添付）

□床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した方　（技能講習修了証の写しを添付）

□建設機械施行技術検定の内、１級に合格した方で実地試験にショベル系又は基礎工事用施工法を選択した方

　　又は２級の技術検定で２種（油圧ショベル）若しくは６種（アースオーガー）に該当するものに合格した方

　　（国土交通大臣による建設機械施工技術検定合格証明書の写しを添付）

□車両系建設機械（基礎工事用）運転技能講習を修了した方　（技能講習修了証の写しを添付）

□つり上げ荷重が５トン以上のクレーン(跨線テルハ除く）で６ヶ月以上の運転業務経験者

　（運転士免許、業務経験証明書、使用作業機器の検査証の写しを添付）

□制限荷重が５トン未満の揚貨装置、つり上げ荷重５トン未満のクレーン（移動式クレーン除く）、つり上げ荷重

　　５トン以上の跨線テルハ、つり上げ荷重１トン未満の移動式クレーン、つり上げ荷重５トン未満のデリックで６ヶ月

　　以上の運転業務経験者

　　　（特別教育実施証明書、業務経験証明書、使用作業機器の検査証の写しを添付）

□上記以外の方

□移動式クレーン運転士の免許をお持ちの方　　（運転士免許の写しを添付）

□小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方　　（技能講習修了証の写しを添付）

□建設機械施工技術検定に合格した方　　（建設機械施工技術検定合格証明書の写しを添付）

□普通自動車以上又は大型特殊自動車免許をお持ちの方　　（運転免許証の写しを添付）

□フォークリフト運転、ショベルローダー等運転、車両系建設機械（整地・運搬・積込み・掘削用）運転、

　　車両系建設機械（基礎工事用）運転、車両系建設機械（解体）運転及び不整地運搬車運転技能講習修了者

　　（技能講習修了証の写しを添付）

□上記以外の方

　※受講資格要件を証明する書類を提出されない場合は、科目免除なしのコースとなります。

　※講習開始後のコース変更は出来ません。

　※上記の添付書類の他に本籍が確認できる書類の提出が必要です。

　※学科講習と技能講習の終了後に試験があります。(受講時間には含まれていません。）

学科

受講時間（Ｈ）

尼崎ドライブスクール　資格講習メニュー

✓欄 コース
技能

資格内容　（該当する受講資格に☑マークをご記入ください。）

Ｈ－１７

710

6

6

8

6

611

Ｈ－１４

Ｃ－２０

Ｃ－１９

713

高所作業車運転技能講習

Ｈ－１２

6

Ｃ－１７

Ｃ－１６

7
Ｔ(S/N)
－１９

610

小型移動式クレーン運転技能講習

6

5

Ｔ－１８

4

12

12

Ｔ－１６

Ｆ－1(11)

Ｆ－１５

11

11

Ｔ－１５Ｂ

□上記以外の方

Ｆ－３１(W)

　（運転免許証、特別教育実施証明書、業務経験証明書、フォークリフト特定自主検査記録表の写しを添付）

□自動車免許を所持せず１トン未満のフォークリフト特別教育修了後、６ヶ月以上のフォークリフト業務経験者
11

フォークリフト運転技能講習

7 4

4

24

□普通自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許所持者で１トン未満のフォークリフト特別教育修了後、

　　３ヶ月以上のフォークリフト業務経験者

7

　（特別教育実施証明書、業務経験証明書、フォークリフト特定自主検査記録表の写しを添付）

□普通自動車免許、中型自動車免許、大型自動車免許をお持ちの方　（運転免許証の写しを添付）

13

24

玉掛け技能講習

Ｔ(S/N)
－１５Ａ

9 6

Ｆ－３５(W) 11


